
別添 ２

化学的酸素要求量、窒素及び燐に係る総量規制基準の

改定・設定等に関する意見の募集結果について

平成１２年１０月



平成１２年２月８日に中央環境審議会に対して諮問された「水質に係る化

学的酸素要求量の総量規制基準の設定方法の改定並びに窒素及び燐の総量規

制基準の設定方法及び汚濁負荷量の測定方法等の設定について」の答申案に

ついては、平成１２年９月６日の同審議会水質部会において了承された。

これを受け、平成１２年９月７日から同年１０月４日まで、広く国民から

意見の募集（パブリックコメント手続）を行ったところであるが、寄せられ

。た意見の概要及びそれに対する意見の考え方については以下のとおりである

【意見の提出状】

封書によるもの ５通

ＦＡＸによるもの ２０通

電子メールによるもの １２通

計 ３７通

意見ののべ総数 ５１件
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１ 水質総量規制における規制のあり方について

意見の概要 意見に対する考え方

東京湾等の水質汚濁は深刻であり、後 窒素及び燐の汚濁負荷削減は、そ

世にきれいな状態で残すためにもＣＯ れら環境基準の達成のみならず、Ｃ

Ｄに加えて窒素及び燐についても規制 ＯＤの環境基準達成にも不可欠であ

を適用すべきである。 り、水質総量規制制度の下で総合的

・計画的に削減施策を推進すること

が重要です。

次期総量規制においては、２月８

日付け中央環境審議会答申に基づき

従来のＣＯＤのみならず、窒素及び

燐をその対象に加えて実施すること

としており、総量規制基準は汚濁負

荷削減の主要な方途として位置付け

られています。

広域な瀬戸内海では水域によって水質 総量規制基準は、都府県知事が当

汚濁の状態に差があり、一律の基準値 該都府県の地域の特性等を踏まえ、

を適用するのは不適切ではないか。 環境庁長官が定める範囲内において

定めることとされています。

日平均排水量が50m 3以上の工場・事業 総量規制による規制対象は日平均

場が適用対象となっているが、今後は 排水量50m 3以上のものに限定してい

さらに対象となる排水量を引き下げて ます。

規制を強化すべきである（他、同趣旨 これは、総量規制が排水規制のみ

の意見１件 。 によっては環境基準の達成が困難な）

閉鎖性海域において、排水基準に付

「水産食料品製造業（業種番号1 4 」 加 し て 課 さ れ る 規 制 で あ る こ と か）

では小規模でも高度に燐を除去できる ら、排水基準が適用されていない工

処理技術が確立されていることから、 場・事業場に対して規制を適用する

対象となる排水量を引き下げて規制を ことは適切ではないためです。

強化すべきである。 なお、日平均排水量50m 3未満の小

規模事業場から発生する汚濁負荷の

割合はＣＯＤで約5.6％ 窒素で約1.、

0％、燐で約5.7％となっています。
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（つづき）

意見の概要 意見に対する考え方

近年湖沼水域においてもプレジャーボ 水質総量規制は、広域の閉鎖性海

ートの利用が急激に増加していること 域における主要な問題である有機性

から、海域より閉鎖性の高い湖沼につ 汚濁の進行に着目してその水質保全

いても総量規制の検討を行うととも を図ることを主眼としています。

に、プレジャーボートを総量規制の適 なお、直接の総量規制基準の対象

用対象とすべきである。 外であっても、ＣＯＤ、窒素及び燐

に係る水質汚濁に悪影響を及ぼす非

特定汚染源について、必要な指導等

を行うこととなっています。

また、湖沼については、水質汚濁

の防止に向けての基本方針及び計画

を定めるとともに、個々の事業場ご

とに排出される汚濁負荷量を規制す

る総量規制に類似の仕組みが設けら

れています（湖沼水質保全特別措置

法 。）

窒素処理に係る技術開発に対する支援 国の研究機関等における一層の技

を実施すべきである。 術開発の推進とともに、処理技術に

関する情報提供に努めていくことが

重要であると考えています。

窒素・燐の追加に伴い多額の対策費用 窒素及び燐を総量規制の対象項目

を要することから、法整備に当たって に追加するための水質汚濁防止法施

は公布から施行まで十分な準備期間を 行令の改正は平成13年初頭の施行を

設けるべきである。また具体的な期日 予定していますが、総量規制基準及

を明示してもらいたい。 びその適用期日については、都府県

知事が定めることとされています。

その際、特に既設事業場について

は、十分な周知徹底を図るためにも

一定の猶予期間を経た上で適用され

る こ と が 必 要 で あ る と 考 え て い ま

す。

なお、汚濁負荷量の測定義務につ

いては総量規制基準の適用の日から

生じることとなります。
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（つづき）

意見の概要 意見に対する考え方

畜産業からの排水は富栄養化の大きな 畜産業についても他の業種区分と

原因であるが、その経営状態は厳しい 同様、実施可能な削減努力を前提に

ことから、設備導入及び維持管理に対 総量規制基準を設定しました。

して補助金等の優遇策を検討すべきで なお、規制対象の事業場等につい

ある。 ては、中小企業金融公庫、日本政策

投資銀行等による公害防止施設に対

する融資制度や汚水処理施設に係る

税制上の優遇措置があります。

資源循環型の社会構築は持続的発展に 窒素・燐による環境汚染問題の根

不可欠であり、総量規制においても窒 本的解決に向け、窒素・燐の循環の

素・燐の循環・再利用の概念を組み込 確保、回収利用の促進を念頭に置い

むべきではないか。 た経済社会全体としての取り組み、

特に、環境にやさしい資源利用の在

り方を踏まえた取り組みが求められ

ています。

この観点から、水質総量規制にお

ける窒素・燐の汚濁負荷削減のため

の各般の施策が窒素・燐のリサイク

ルの促進等につながるよう、検討を

進めることが重要であると考えてい

ます。

一般家庭においては水質汚濁への関心 総量規制基準の適用対象となるの

が低く、一層の啓発活動を実施すべき は一定規模以上の工場・事業場に限

である。 られていますが、汚濁負荷削減のた

めには生活排水等工場・事業場以外

の汚濁発生源に対する対策も重要で

す。

このため、総量規制の実施におい

ても生活排水等に係る汚濁負荷削減

について必要な指導、助言の実施に

努めることとしています。
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２ 総量規制基準の改定について（化学的酸素要求量）

意見の概要 意見に対する考え方

「石油化学系基礎製品製造業のうち合 総量規制基準の範囲については、

成ゴム製造工程に係るもの（業種番号 排水水質の実態、工程上の特性等に

112 」のうち乳化重合法による合成 基づき、実施可能な削減努力を前提）

ゴム製造工程においてＣＯＤに係る総 に設定しました。

量規制基準が強化されたが、工程の特 また、それぞれ業種を所管する省

性及び現在の処理技術水準からその基 庁及び関係都府県とも十分調整を図

準値案の遵守は困難であり 現行通り っており、技術的観点も含めて実態、 、

同様の工程である 合成ゴム製造業 業 に則したものとして設定しました。「 （

種番号1 2 1 」の備考と同一の基準値 いただいた意見については、改め）

を設定すべきではないか。 て上記と同様の観点から工程の特性

等について精査しましたが、実態上

「ﾌﾟﾗ ｽ ﾁ ｯ ｸ製造業（業種番号120 」の 現行案で問題はないものと判断しま）

うち ﾒﾁﾙﾒﾀｸﾘﾚｰﾄ樹脂又はｱｸﾘﾛﾆﾄﾘﾙ･ﾌﾞ した。、

ﾀｼﾞｴﾝ･ｽﾁﾚﾝ共重合樹脂の製造工程のＣ

ＯＤに係る総量規制基準が強化された

が 現行通り 同様の工程を有する 石、 、 「

油化学系基礎製品製造業のうちﾌﾟﾗｽﾁ ｯ

（ ）」ｸ製造工程に係るもの 業種番号111

と同一の基準値を設定すべきではない

か。
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３ 総量規制基準の設定について（窒素含有量及び燐含有量共通）

意見の概要 意見に対する考え方

「下水道業（業種番号2 0 9 「し尿 下水道業、浄化槽及びし尿処理業）」、

浄化槽 業種番号221・222 及び し については、通常処理と高度処理の（ ）」 「

尿処理業（業種番号 2 2 3 」において 排 出 水 の 濃 度 レ ベ ル の 違 い を 踏 ま）

窒素・燐を高度に処理できる方法によ え、区分を分けたところです。

り処理する場合について備考により厳 高度処理についても、排水処理技

しい基準が設定されているが、高度処 術水準の現状等を踏まえて実施可能

理は通常より運転費が高価であり、高 な削減努力を前提に総量規制基準の

度処理施設設置が敬遠されるのではな 範囲を定めたところであり、これに

いか。 より高度処理施設が敬遠されるもの

ではないと考えています。

窒素・燐は活性汚泥の栄養分としてあ 窒素・燐に係る総量規制基準の範

る程度必須であり、その分規制値から 囲を定めるに当たって使用した排水

控除すべきである。 水質のデータにおいては、排水処理

において活性汚泥の栄養分として使

用される窒素・燐の濃度を差し引き

していません。このため、結果的に

それらの濃度を考慮した値となって

います。

排水水質から原水中の窒素・燐含有量 都府県知事が総量規制基準を定め

を差し引いた値に基づき総量規制基準 るに当たっては、従来のＣＯＤと同

を定めるべきである（他、同趣旨の意 様、取水中の汚濁負荷に留意するこ

見１件 。 ととされています。）

なお、窒素・燐に係る総量規制基

準の範囲を定めるに当たって使用し

た排水水質のデータにおいては、用

水中の窒素・燐濃度を差し引きして

いません。このため、結果的に用水

中の窒素・燐濃度を考慮した値とな

っています。
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（つづき）

意見の概要 意見に対する考え方

暫定排水基準適用業種については、一 暫 定 排 水 基 準 適 用 業 種 に つ い て

般排水基準への対応の動向を踏まえて も、他の業種その他の区分と同様、

慎重に基準値を設定するよう都府県に 排水水質の実態、工程上の特性等を

対して指導すべきである（他、同趣旨 踏まえて実施可能な範囲において総

の意見２件 。 量規制基準の範囲を定めました。）

都府県においても、当該都府県に

おける排水水質の実態等を勘案し、

技術的水準等の評価について専門的

立場からの意見を十分踏まえつつ検

討を加えた上で設定することとなっ

ています。

排水処理技術が確立されるまでは、業 窒素及び燐に係る総量規制基準の

種の実態等に応じて基準適用の暫定期 範囲については、排水処理技術水準

間を設けるべきである。 の現状、排水水質の実態、工程上の

特性等を踏まえて実施可能な削減努

力を前提に設定しました。
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４ 総量規制基準の設定について（窒素含有量）

意見の概要 意見に対する考え方

「繊維工業で織物機械染色整理工程に 当該業種区分のうち既設の工場・

係るもの 業種番号59 については 事業場に適用される基準値は、下限（ ）」 、

輸入品との競合が激しく高品質な製品 値が20mg/l、上限値が40mg/lです。

を得るため窒素含有量の高い薬剤を使 総量規制基準は、この範囲内にお

用せざるを得ないことから、総量規制 いて、都府県知事が当該都府県にお

基準の窒素含有量は40mg/ lとすべきで ける排水水質の実態等を勘案し、技

ある。 術的水準等の評価について専門的立

場からの意見を十分踏まえつつ検討

を加えた上で設定することとなって

います。

「火薬類製造業（業種番号 1 3 6 」に 当該業種区分のうち既設の工場・）

ついては、輸入品とのコスト競争が激 事業場に適用される基準値は、下限

しいことから新規設備投資は困難であ 値が15mg/l、上限値が90mg/lです。

り、総量規制基準の窒素含有量は90mg 総量規制基準は、この範囲内にお

/lとすべきである。 いて、都府県知事が当該都府県にお

ける排水水質の実態等を勘案し、技

術的水準等の評価について専門的立

場からの意見を十分踏まえつつ検討

を加えた上で設定することとなって

います。
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（つづき）

意見の概要 意見に対する考え方

「石油化学系基礎製品製造業のうちﾌﾟ 窒素及び燐に係る業種その他の区

ﾗｽﾁｯｸ製造工程に係るもの（業種番号1 分については、第４次総量規制にお

11 」のうち窒素又はその化合物を原 けるＣＯＤの区分を基本としました）

料又は乳化助剤として使用するもので が、個別に排水水質の実態、工程上

は、工程の特性及び現在の処理技術水 の特性等を勘案し、必要に応じて備

準から総量規制基準値案の遵守は困難 考 に よ り 区 分 の 細 分 化 を 行 い ま し

であり、同様の工程を有する「ﾌﾟﾗｽ ﾁ ｯ た。

ｸ製造業（業種番号1 2 0 」の備考と同 総量規制基準の範囲についても排）

一の備考及び基準値を設定すべきでは 水水質の実態、工程上の特性等に基

ないか（他、同趣旨の意見２件 。 づき、実施可能な削減努力を前提に）

設定しました。

「無機化学工業製品製造業（業種番号 また、以上については、それぞれ

108 」のうち他業種の廃液から硝酸 業種を所管する省庁及び関係都府県）

塩を回収・精製する工程では、工程の とも十分調整を図っており、技術的

特性及び現在の処理技術水準から総量 観点も含めて実態に則したものとし

規制基準値案の遵守は困難であり、備 て設定しました。

考を設けた上で改めて基準値を設定す いただいた意見については、改め

べきではないか。 て上記と同様の観点から工程の特性

等について精査しましたが、実態上

現行案で問題はないものと判断しま

した。
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５ 総量規制基準の設定について（燐含有量）

意見の概要 意見に対する考え方

「有機化学工業製品製造業（業種番号 当該工程は有機化学工業製品製造

122 」のうち有機燐系農薬原体製造 業（既設上限値５mg/ l）に区分され）

工程では、工程の特性及び現在の処理 ますが、有機燐系農薬原体を製造す

技術水準から総量規制基準値案の遵守 る工程であり、他と異なり排水中に

は困難であり、備考を設けた上で改め 高濃度の有機燐分が含まれる特殊な

て基準値を設定すべきではないか。 工程となっています。

この排水について、実施可能な処

理技術である活性汚泥法及び沈殿処

理を適用した場合の水質濃度を検討

したところ60m g / l程度と見込まれる

ことから、当該工程についてはこれ

を既設上限値とすることが適当であ

ると判断しました。
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６ 汚濁負荷量の測定方法等について

意見の概要 意見に対する考え方

ＣＯＤで適用が認められている「簡易 指定計測法は排水基準に係る検定

な計測器により計測する方法」が窒素 方法とすることが適当であると考え

含有量では認められていないが、今回 ていますが 「接触熱分解 -化学発、

自動計測器として適用性が確認された 光法」は現時点では排水基準に係る

「接触熱分解-化学発光法」について 検 定 方 法 に 位 置 付 け ら れ て い ま せ

は、その適用を認めるべきである。 ん。

なお、指定計測法以外の方法とし

て簡易な計測器により計測する方法

等を採用するに当たっては、指定計

測法との関係を十分検証する必要が

あると考えています。

汚濁負荷の削減努力実績に応じて汚染 発生する汚濁負荷量を的確に把握

状態の計測方法を緩和することにより することは、総量規制制度において

事業者努力を促進すべきではないか。 汚濁負荷削減に係る施策を着実に実

施するに当たり不可欠です。

このため、事業者による適正な汚

濁負荷量の測定及び記録は、制度の

的確な運営を担保するために密接不

可分のものと考えています。

なお、窒素及び燐に係る汚濁負荷

量の計測については現時点では未だ

実績がありませんが、今後その実施

状況を踏まえつつ実効ある測定のあ

り方について検討を進めることが重

要であると考えています。
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（つづき）

意見の概要 意見に対する考え方

日平均排水量が4 0 0 m 3以上の工場・事 ＣＯＤに係る汚染状態の計測方法

業場であっても、零細企業の場合はＵ については、排水量の規模に応じた

Ｖ計によるＣＯＤの汚染状態の計測を 一定の計測方法によることが困難な

許容すべきである（他、同趣旨の意見 場合にあっては、指定地域内事業場

１件 。 の規模、特定排出水の汚染状態等を）

勘案して都府県知事が特別に定める

ことができることとされており、紫

外線吸光度計測器もその対象に含ま

れています。

汚濁負荷量の毎日測定に当たって自動 測定頻度については、これまでの

計測器の導入が必要となるが、その購 ＣＯＤに係る総量規制においても、

入は新たな負担であり、メンテナンス 排水量の規模に応じた一定の測定頻

にも一定の費用を要することから、排 度によることが困難な場合にあって

水濃度が一定、低濃度の場合は測定頻 は、指定地域内事業場の規模、特定

度を緩和すべきである（他、同趣旨の 排出水の汚染状態等を勘案して都府

意見１５件 。 県知事が特別に定められることとさ）

れています。

窒素・燐についてもＣＯＤと同様

の取扱とすることが適当であり、今

後都府県に対し周知徹底を図ること

としています。

なお、毎日測定に当たっての水質

の計測方法は、自動計測器による方

法のほか、コンポジットサンプラー

により採取し指定計測法で計測する

方法が位置付けられています。

窒素・燐に係る自動計測器は高価かつ 自動計測器は、汚濁負荷量の的確

メンテナンスが煩雑であり、適用すべ な把握のため、基本的に一定規模以

きでない（他、同趣旨の意見２件 。 上の工場・事業場においてはその導）

入が有効であると考えており、精度

管理上の問題点等その現場における

適用性について現存する自動計測器

と手分析の比較試験等により確認し

た上で、設定したところです。


